
 

 

栃木市国民健康保険運営協議会資料 

 

日 時：令和７年９月１８日(木) 

午後 1 時～ 

場 所：栃木市役所 ４階 ４０１会議室  

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木市生活環境部保険年金課 



令和７年度第２回栃木市国民健康保険運営協議会次第 

日 時：令和７年９月１８日(木) 

午後１時００分～ 

場 所：栃木市役所 401 会議室 

 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 会議録署名者指名 

４ 議 事 

（１） 令和６年度国民健康保険特別会計決算について 

（２） 国民健康保険税率等の見直しについて 

（３） その他 

 

５ 閉 会 
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0

2
9
5
,1

1
4
,0

0
0

2
9
5
,1

1
4
,0

0
0

2
9
5
,1

1
4
,0

0
0

7
4
9
,3

1
1
,9

6
0

7
4
9
,3

1
4
,0

0
0

保
険

基
盤

安
定

繰
入

金

6



予
算

現
額

調
定

額
収

入
済

額

7
1
,1

0
4
,0

0
0

1
1
1
,5

2
2
,6

8
7

1
0
5
,4

1
0
,4

0
2

前
年

度
比

1
0
0
.8

5
%

8
8
5
,5

1
8
円

1
1
,0

1
7
,0

0
0

2
2
,9

0
6
,1

0
2

2
2
,9

0
6
,1

0
2

一
般

被
保

険
者

延
滞

金
1
8
,8

4
3
,8

7
6

円

後
期

高
齢

者
支

援
分

延
滞

金
2
,9

6
8
,4

6
2

円

介
護

納
付

金
延

滞
金

1
,0

9
3
,7

6
4

円

一
般

被
保

険
者

延
滞

金
0

円

後
期

高
齢

者
支

援
分

延
滞

金
0

円

介
護

納
付

金
延

滞
金

0
円

一
般

被
保

険
者

加
算

金
1
,0

0
0

0
0

退
職

被
保

険
者

等
加

算
金

1
,0

0
0

0
0

過
料

1
,0

0
0

0
0

1
,0

0
0

0
0

預
金

利
子

0
円

6
0
,0

8
6
,0

0
0

8
8
,6

1
6
,5

8
5

8
2
,5

0
4
,3

0
0

滞
納

処
分

費
1
,0

0
0

0
0

一
般

被
保

険
者

第
三

者
納

付
金

4
,8

0
0
,0

0
0

8
,9

0
4
,2

2
2

8
,9

0
4
,2

2
2

一
般

被
保

険
者

第
三

者
納

付
金

8
,9

0
4
,2

2
2

円

退
職

被
保

険
者

等
第

三
者

納
付

金
1
,0

0
0

0
0

一
般

被
保

険
者

返
納

金
2
0
,5

9
6
,9

0
9

円

一
般

被
保

険
者

返
納

金
滞

納
繰

越
分

7
9
,8

7
6

円

退
職

被
保

険
者

等
返

納
金

2
,0

0
0

0
0

備
　

　
　

　
　

考
科

　
　

　
目

退
職

被
保

険
者

等
延

滞
金

9
款

　
諸

収
入

市
預

金
利

子

2
,4

0
1
,0

0
0

2
6
,7

8
9
,0

7
0

雑
入

一
般

被
保

険
者

返
納

金

延
滞

金
、

加
算

金
及

び
過

料

一
般

被
保

険
者

延
滞

金
1
1
,0

0
2
,0

0
0

1
2
,0

0
0

2
2
,9

0
6
,1

0
2 0

2
2
,9

0
6
,1

0
2 0

2
0
,6

7
6
,7

8
5

7



予
算

現
額

調
定

額
収

入
済

額

雇
用

保
険

料
1
4
2
,0

0
0

円

医
療

給
付

費
等

精
算

金
等

5
2
,7

8
1
,2

9
3

円

1
,0

0
0

0
0

前
年

度
比

0
.0

0
%

0
円

1
,0

0
0

0
0

1
7
,2

1
2
,0

1
7
,0

0
0

1
6
,8

9
7
,9

4
1
,3

0
1

1
5
,9

9
2
,3

5
9
,8

8
8

前
年

度
比

9
3
.6

1
%

△
 1

,0
91

,2
03

,2
93

円

備
　

　
　

　
　

考

歳
入

合
計

財
政

安
定

化
基

金
借

入
金

5
2
,8

8
1
,0

0
0

1
0
款

　
市

債雑
入

5
2
,9

2
3
,2

9
3

科
　

　
　

目

5
2
,9

2
3
,2

9
3

8



　
　

　
　

（
単

位
：
円

）

予
算

現
額

支
出

済
額

不
用

額

2
3
1
,6

5
7
,0

0
0

2
1
3
,0

6
6
,1

1
8

1
8
,5

9
0
,8

8
2

前
年

度
比

1
0
7
.5

3
%

1
4
,9

2
2
,8

9
1
円

2
0
3
,8

9
6
,0

0
0

1
8
9
,5

2
5
,8

6
5

1
4
,3

7
0
,1

3
5

職
員

人
件

費
　

１
５

人
1
1
0
,5

2
9
,7

4
4

円

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

負
担

金
（退

職
手

当
）

9
,0

2
1
,7

6
8

円

会
計

年
度

任
用

職
員

共
済

費
2
,7

9
9
,5

7
7

円

国
民

健
康

保
険

事
務

費
4
6
,0

0
4
,9

9
0

会
計

年
度

任
用

職
員

人
件

費
（保

険
年

金
課

）
1
1
,1

5
4
,4

7
2

会
計

年
度

任
用

職
員

人
件

費
（収

税
課

）
3
,0

6
8
,2

3
0

会
計

年
度

任
用

職
員

人
件

費
（健

康
増

進
課

）
3
,5

4
5
,1

8
4

連
合

会
負

担
金

3
,7

4
0
,0

0
0

3
,4

0
1
,9

0
0

3
3
8
,1

0
0

国
保

団
体

連
合

会
負

担
金

3
,5

4
4
,9

0
0

円

2
6
,8

2
4
,0

0
0

2
3
,0

0
4
,2

5
3

3
,8

1
9
,7

4
7

賦
課

事
務

費
1
7
,6

5
4
,1

0
5

徴
収

事
務

費
5
,3

5
0
,1

4
8

令
和

６
年

度
栃

木
市

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

決
算

事
項

明
細

書

円
（
栄

養
指

導
員

報
酬

等
）

円
(電

算
処

理
委

託
料

他
）

総
務

管
理

費

2
6
,8

2
4
,0

0
0

賦
課

徴
収

費

備
　

　
　

考
科

　
　

　
目

1
款

　
総

務
費

2
3
,0

0
4
,2

5
3

2
0
0
,1

5
6
,0

0
0

1
8
6
,1

2
3
,9

6
5

1
4
,0

3
2
,0

3
5

一
般

管
理

費

徴
税

費

円
(電

算
処

理
委

託
料

他
）

円
（
レ

セ
プ

ト
点

検
事

務
員

報
酬

等
）

円
(電

算
処

理
委

託
料

他
）

3
,8

1
9
,7

4
7

円
(市

税
等

収
納

員
報

酬
他

）

9



予
算

現
額

支
出

済
額

不
用

額

9
3
7
,0

0
0

5
3
6
,0

0
0

4
0
1
,0

0
0

運
営

協
議

会
費

9
3
7
,0

0
0

5
3
6
,0

0
0

4
0
1
,0

0
0

運
営

協
議

会
運

営
費

5
3
6
,0

0
0

円

1
2
,6

4
7
,0

1
6
,0

0
0

1
1
,3

2
7
,4

3
3
,0

1
5

1
,3

1
9
,5

8
2
,9

8
5

前
年

度
比

9
3
.0

9
%

△
 8

4
0
,8

0
4
,1

1
5
円

1
0
,8

9
4
,7

9
3
,0

0
0

9
,7

8
9
,9

8
3
,5

8
1

1
,1

0
4
,8

0
9
,4

1
9

前
年

度
比

前
年

度
か

ら
の

増
減




一
般

被
保

険
者

療
養

給
付

費
1
0
,7

6
6
,7

5
0
,0

0
0

9
,6

8
7
,9

1
9
,4

1
1

1
,0

7
8
,8

3
0
,5

8
9

一
般

保
険

者
診

療
報

酬
支

払
経

費
9
2
.9

8
%

5
7
1
,5

1
0
件

△
 2

5
,4

2
0
件

退
職

被
保

険
者

等
療

養
給

付
費

1
3
,0

0
0

1
2
,1

8
7

8
1
3

退
職

被
保

険
者

等
診

療
報

酬
支

払
経

費
0
%

1
件

0

一
般

被
保

険
者

療
養

費
8
6
,7

4
5
,0

0
0

6
6
,4

4
5
,3

6
8

2
0
,2

9
9
,6

3
2

一
般

被
保

険
者

療
養

費
支

払
経

費
9
9
.3

8
%

8
,2

8
5
件

△
 4

7
1
件

退
職

被
保

険
者

等
療

養
費

1
,0

0
0

0
1
,0

0
0

0
%

0
件

0

審
査

支
払

手
数

料
4
1
,2

8
4
,0

0
0

3
5
,6

0
6
,6

1
5

5
,6

7
7
,3

8
5

診
療

報
酬

等
審

査
経

費
9
6
.2

8
%

5
8
3
,7

1
5
件

△
 2

1
,9

7
1
件

1
,6

8
6
,8

0
1
,0

0
0

1
,4

9
4
,4

1
1
,9

7
4

1
9
2
,3

8
9
,0

2
6

一
般

被
保

険
者

高
額

療
養

費
1
,6

8
4
,7

9
9
,0

0
0

1
,4

9
3
,5

9
7
,8

6
8

1
9
1
,2

0
1
,1

3
2

9
3
.2

8
%

2
0
,7

8
8
件

△
 8

8
5
件

退
職

被
保

険
者

等
高

額
療

養
費

1
,0

0
0

0
1
,0

0
0

0
件

0
件

一
般

被
保

険
者

高
額

介
護

合
算

療
養

費
2
,0

0
0
,0

0
0

8
1
4
,1

0
6

1
,1

8
5
,8

9
4

一
般

被
保

険
者

高
額

介
護

合
算

療
養

費
支

払
経

費
8
3
.5

1
%

4
0
件

△
 1

件

退
職

被
保

険
者

等
高

額
介

護
合

算
療

養
費

1
,0

0
0

0
1
,0

0
0

0
件

0
件

3
0
1
,0

0
0

0
3
0
1
,0

0
0

一
般

被
保

険
者

移
送

費
3
0
0
,0

0
0

0
3
0
0
,0

0
0

0
件

0
件

退
職

被
保

険
者

等
移

送
費

1
,0

0
0

0
1
,0

0
0

0
件

0
件

備
　

　
　

考

運
営

協
議

会
費

療
養

諸
費

2
款

　
保

険
給

付
費

高
額

療
養

費

移
送

費

10



予
算

現
額

支
出

済
額

不
用

額

5
0
,0

2
1
,0

0
0

2
9
,7

8
7
,4

6
0

2
0
,2

3
3
,5

4
0

出
産

育
児

一
時

金
5
0
,0

0
0
,0

0
0

2
9
,7

7
4
,8

6
0

2
0
,2

2
5
,1

4
0

出
産

育
児

一
時

金
支

払
経

費
1
0
0
.7

6
%

6
0
件

0
件

支
払

手
数

料
2
1
,0

0
0

1
2
,6

0
0

8
,4

0
0

出
産

育
児

一
時

金
支

払
手

数
料

8
8
.9

2
%

2
1
0
円

×
6
0
件

△
 3

件

1
5
,0

0
0
,0

0
0

1
3
,2

5
0
,0

0
0

1
,7

5
0
,0

0
0

葬
祭

費
1
5
,0

0
0
,0

0
0

1
3
,2

5
0
,0

0
0

1
,7

5
0
,0

0
0

葬
祭

費
支

払
経

費
1
0
2
.7

1
%

5万
円

×
26

5件
7
件

1
0
0
,0

0
0

0
1
0
0
,0

0
0

傷
病

手
当

金
1
0
0
,0

0
0

0
1
0
0
,0

0
0

傷
病

手
当

金
支

払
経

費
0
.0

0
%

0
件

△
 4

件

4
,0

4
4
,4

0
2
,0

0
0

4
,0

4
4
,3

9
9
,1

9
5

2
,8

0
5

前
年

度
比

9
9
.3

2
%

△
 2

7
,7

7
4
,6

4
7
円

2
,5

9
5
,1

0
1
,0

0
0

2
,5

9
5
,0

9
9
,9

6
9

1
,0

3
1

一
般

被
保

険
者

医
療

給
付

費
分

2
,5

9
5
,1

0
0
,0

0
0

2
,5

9
5
,0

9
9
,9

6
9

3
1

一
般

被
保

険
者

医
療

給
付

費
分

国
保

事
業

費
納

付
金

退
職

被
保

険
者

等
医

療
給

付
費

分
1
,0

0
0

0
1
,0

0
0

退
職

被
保

険
者

等
医

療
給

付
費

分
国

保
事

業
費

納
付

金

1
,0

9
1
,8

7
4
,0

0
0

1
,0

9
1
,8

7
2
,6

2
8

1
,3

7
2

一
般

被
保

険
者

後
期

高
齢

者
支

援
金

分
1
,0

9
1
,8

7
3
,0

0
0

1
,0

9
1
,8

7
2
,6

2
8

3
7
2

一
般

被
保

険
者

後
期

高
齢

者
支

援
金

等
分

国
保

事
業

費
納

付
金

退
職

被
保

険
者

等
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

分
1
,0

0
0

0
1
,0

0
0

退
職

被
保

険
者

等
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

分
国

保
事

業
費

納
付

金

3
5
7
,4

2
7
,0

0
0

3
5
7
,4

2
6
,5

9
8

4
0
2

介
護

納
付

金
分

3
5
7
,4

2
7
,0

0
0

3
5
7
,4

2
6
,5

9
8

4
0
2

介
護

納
付

金
分

国
保

事
業

費
納

付
金

科
　

　
　

目
備

　
　

　
考

介
護

納
付

金
分

3款
　

国
民

健
康

保
険

事
業

費
納

付
金

後
期

高
齢

者
支

援
金

等
分

葬
祭

諸
費

出
産

育
児

諸
費

傷
病

手
当

金

医
療

給
付

費
分
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予
算

現
額

支
出

済
額

不
用

額

1
,0

0
0

0
1
,0

0
0

前
年

度
比

0
.0

0
%

0
円

1
,0

0
0

0
1
,0

0
0

1
4
0
,8

7
7
,0

0
0

1
0
1
,3

8
3
,1

8
9

3
9
,4

9
3
,8

1
1

前
年

度
比

9
7
.8

1
%

△
 2

,2
7
1
,6

1
8
円

特
定

健
康

診
査

事
業

費
6
2
,0

5
9
,2

3
2

特
定

保
健

指
導

事
業

費
5
,2

5
0
,3

7
7

会
計

年
度

任
用

職
員

共
済

費
4
6
0
,9

7
2

円

人
間

ド
ッ

ク
検

診
事

業
費

1
7
,7

7
5
,6

1
1

医
療

費
通

知
事

業
費

3
,6

7
4
,8

5
8

後
発

医
薬

品
差

額
通

知
事

業
費

1
0
9
,2

7
4

国
保

歯
周

疾
患

検
診

事
業

費
1
3
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 資料２  

国民健康保険税率等の見直しについて 

 

１．国民健康保険制度を取り巻く現状 

●平成 30(2018) 年度の国保改革により、 都道府県は財政運営の責任主体となり、  

保険給付等に要する費用を賄うために市町村から徴収する「国保事業費納付金」及び

市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す 「標準保険料率」の仕組みが導入され

ました。 

●国においては、将来的な保険料（税）水準の統一（同一都道府県内において、同じ  

所得水準・同じ世帯構成であれば、同じ保険料（税）水準）を目指すとし、令和３

(2021) 年６月には「財政運営の都道府県単位化」の趣旨の深化を図るために、全世

代対応型の社会保障制度を構築するための関係法律の一部改正を行いました。 

●さらに、令和５年 10 月には 「保険料水準統一加速化プラン」を提示し、各都道府県

での将来的な「完全統一」を見据えた取組の加速化のため、令和６～ 11 年度までに

納付金ベースの統一を目指すよう促しています。 

●栃木県では、将来に渡って、持続可能な国保制度を維持していくため、市町単位か 

ら県単位の支え合いに移行していくことにより、高額な医療費の発生や国保が抱え

る構造的な課題（被保険者が減少傾向にある中、年齢構成の高まりや一人当たりの医

療費は増加の傾向にある等）による市町単位での財政運営の不安定リスクを県単位

で分散し、県内の被保険者間の受益と負担の公平等を図るため、原則として「県内の

どこに住んでも、同じ世帯構成、同じ所得水準であれば、同じ保険税水準」を目指し

ていくとしました。 

●今後においては、令和６年度からの栃木県国民健康保険運営方針（第３期）に基づ 

き、保険税水準の統一に向けた取組を進めていくとしています。 

 

◎保険税水準の統一に向けた対応 （栃木県） 

（１）保険税水準の統一までの主な取り組み 

〇納付金ベースの統一  Ｒ６～R10 にかけて平準化に向けて段階的に近づける。        

〇保険税の算定方式を３方式（所得割、均等割、平等割）に統一する。 

〇保険税の賦課限度額を地方税法施行令の賦課限度額に統一する。 

（２）その他 

〇各市町の国民健康保険財政調整基金については、納付金ベースの統一の達成、

収納率や医療費水準などの進捗を確認しながら、完全統一への移行を具体化す

る段階で検討が必要。  
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２．本市の国民健康保険の現状 

（１）世帯数・被保険者数の状況 

〔図表１〕世帯数と被保険者数の推移（年度平均） 

 

〔図表２〕前期高齢者の推移（年度平均） 

 

※被保者全体に占める 65～75 歳未満の前期高齢者数の割合は，令和 3 年度より徐々に減少している。 

〇国保は他の医療保険と比べて、高齢者や非正規労働者などの低所得者が多く加入し

ているといった構造的な問題があります。 

〇被保険者については、団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行やパート・アルバイ

トを含めた労働者の社会保険への加入条件が段階的に拡大されることにより、減少

傾向が続く見込みです。 

 

【世帯・人】 

（年度） 

【％】 

（年度） 
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（２）医療費の状況 

〔図表３〕医療費の推移 

 

〇医療費の推移については、被保険者の減少が影響していると思料されます。 

【参照】 

令和５年度              令和６年度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔図表４〕１人当たりの医療費の推移 

 

〇１人当たりの医療費については、受診の際にマイナ保険証を利用し、限度額を同意

される被保険者が増加したことにより医療費が減額したと思料されます。 

 

 

 

最高支給額 

 受診時：72 歳（現在 73 歳） 男性 一般世帯 

  自治医科大学付属病院 

  令和 6 年 11 月 10 日（入院日）（11 月中 21 日） 

   ※Ｒ7.6.30 入院中 

  病名 急性心筋梗塞 

  費用額 14,532,230 円 

  保険者負担額 11,625,784 円（公費０円） 

  支給額 2,848,846 円 

  自己負担額 57,600 円 

最高支給額 

 受診時：73 歳（現在 74 歳） 女性 一般世帯 

  （現物支給分） 

  自治医科大学付属病院 

  令和 5 年 10 月（入院 9 日間） 

  病名 ループス腎炎 

  費用額 33,634,300 円 

  保険者負担額 26,907,440 円（公費 0 円） 

  支給額 6,670,459 円 

  自己負担額 57,600 円 

（年度） 

（百万円） 

（円） 

（年度） 

16



３．事業費納付金と財政調整基金の推移

（１）国保事業費納付金

   令和７年度の国保事業費納付金総額は、4,287,599 千円であり、前年度に比べ

243,199 千円の増（106.01％）となっております。

国保事業費納付金総額                  （単位：千円）

区     分
2024 年度

（R6 年度）

2025 年度

（R7 年度）
比 較 伸 率

医療給付費分 2,595,100 2,892,952 297,852 111.48% 

後期高齢者支援金等分 1,091,873 1,056,447 △35,426 96.76% 

介護納付金分 357,427 338,200 △19,227 94.62% 

合      計 4,044,400 4,287,599 243,199 106.01% 

※国保事業費納付金は、各市町の医療費水準及び所得水準を反映し、算定されている。

※令和7年度国保事業費納付金は、県の財政安定化基金（財政調整事業分）が活用さ

れ「納付金総額の急激な上昇を抑えるため、10億円活用する。」とされたことから、

本市においては、約8,150万円の減額調整が行われている。

（２）被保険者一人当たりの負担額

   令和７年度の国保事業費納付金の被保険者一人当たりの負担額は 143,503 円であり、

前年度に比べ 11,252 円の増（108.51％）となっております。

被保険者一人当たりの負担額           （単位：円）

区    分
2024 年度

（R6 年度）

2025 年度

（R7 年度）
比 較 伸 率

医療給付費分 84,860 97,020 12,160 114.33% 

後期高齢者支援金分 35,704 35,430 △274 99.23% 

介護納付金分 37,458 35,864 △1,594 95.74% 

全   体 132,251 143,503 11,252 108.51% 

※「全体」の額は、一人当たりの負担額の医療分、後期分、

介護分の合計ではなく、納付金総額（医療分、後期分、介

護分の計）を全被保険者数で除した額。

・2024 年度（R6 年度）   

30,581 人

(介護分のみ 9,542 人)

・2025 年度（R7 年度）   

29,878 人

(介護分のみ 9,430 人)

※国保事業納付金算定情

報（確定）リストより
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（３）国保財政調整基金の推移 

医療費（療養給付費・療養費・高額療養費）に関する歳入・歳出を除いた収支状況及

び基金の推移の見込については、以下のとおりとなります。 

（単位：千円） 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

歳
入 

国民健康保険税（現年・滞納分） 3,316,355 3,144,576 2,857,193 2,626,738 

保険基盤安定繰入金 1,170,782 1,124,047 1,211,388 1,678,974 

国県補助金等 12,200,082 12,394,486 11,569,428 12,333,104 

合 計 16,687,219 16,663,109 15,638,009 16,638,816 

歳
出 

国民健康保険事業費納付金 4,425,102 4,072,173 4,044,399 4,125,289 

保健事業費 99,577 103,654 101,383 133,303 

出産育児一時金・葬祭費等 12,080,287 12,308,088 11,658,933 13,014,948 

合 計 16,604,966 16,483,915 15,804,715 17,273,540 

差 引 額 82,253 179,194 ▲166,706 ▲634,724 

基金残高 2,774,457 2,953,651 2,786,945 2,152,221 

 

４．保険税率等見直しの考え方 

   将来に渡り持続可能な国民健康保険制度を維持していくためには、栃木県国民健康

保険運営方針（第３期）に基づく保険税水準の統一に向けた取組を踏まえる必要があ

ります。県においては、令和１０年度の納付金ベースの統一、その後の完全統一に向

けて、具体的な条件等に係る県と市町間の合意形成を図っていくとしています。 

市町単位から県単位での支え合いに移行していくことにより、高額な医療費の発生

や国民健康保険が抱える構造的な課題による財政運営の不安定リスクを県単位で分散

し、県内の被保険者間の受益と負担の公平性を図ることを原則とし「県内において、同

じ世帯構成・同じ所得水準であれば同じ保険税水準」を目指していく必要があります。 

    

◎保険税率見直しにあたっての留意点 

・納付金ベースは令和１０年度までに統一する。 

・本市の税率と県が示す標準保険料率との差が広がっている。 

・財政調整基金については検討が必要とされており、明確な方針は示されていない。 

・令和８年度から保険税と合わせて、こども・子育て支援金が賦課されることになる。 

【こども・子育て支援金制度】（出典:こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室） 

 国保加入者一人当たり支援金 ・８年度…２５０円 （1世帯当たり３５０円） 

          （月額） ・９年度…３００円 （1世帯当たり４５０円） 

               ・10 年度…４００円 （1世帯当たり６００円） 
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５．課税限度額の引き上げについて 

課税限度額については、高額所得者の負担能力に応じた課税を図るため、現行の１０

６万円を地方税法施行令に規定する１０９万円に改める。 

 

 

 

 

 

 

６．国民健康保険税に係るこどもの均等割軽減について 

（１）こどもにかかる均等割軽減の状況 

①栃木県内におけるこどもの均等割軽減の状況について 

・宇都宮市ほか・・・未就学児の均等割額を 1/2 減免       （国の軽減措置） 

・足利市   ・・・18 歳未満のこどもにかかる均等割額を全額減免 

（国の軽減措置に上乗せ／令和６年４月～） 

②全国の状況 

保険者名 対  象 減 免 額 

白河市 

（福島県） 

18歳未満のこどもがいる世帯 

 

こどもの均等割額を全額減免 

取手市 

（茨城県） 

18歳未満のこどもが2人以上いる

世帯 

第2子以降のこどもの均等割を全額

減免 

昭島市 

（東京都） 

18歳未満のこどもが2人以上いる

世帯 

第2子以降のこどもの均等割を５割

減免、第3子以降は9割減免 

相模原市 

（神奈川県） 

18 歳未満のこどもがいる世帯 18歳未満のこどもの均等割を５割減免 

   ※全国 1,735 自治体の内、118 自治体がこどもの均等割軽減に何らかの上乗せ減免

を実施している。（出典:国保新聞） 

 

（２）栃木市の状況 

〇市内全体における国保加入者の割合 

・市内在住の１８歳未満の人数（７月末現在） １９，３０６人 

①未就学児 （国保加入者）   ４５５人（全体の ２．４％） 

②中学生まで（国保加入者） １，６２０人（全体の ８．４％） 

③高校生まで（国保加入者） ２，０５５人（全体の１０．６％） 

※国保加入の子どもの割合は、市内子ども全体の約１割。 

 

  医療分 後期高齢者支援分 介護分 計 

現 行 ６５万円 ２４万円 １７万円 １０６万円 

改正案 ６６万円 ２６万円 １７万円 １０９万円 
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   〇上記範囲で軽減を実施した場合の影響額（令和７年度） 

① 未就学児の均等割り全額 

     試算結果・・・年間 約  ５４２万円減収します。 

② 中学生までの均等割り全額 

試算結果・・・年間 約２，６５７万円減収します。 

③ 高校生までの均等割り全額 

試算結果・・・年間 約３，３７１万円減収します。 

 

（３）県の意向について 

保険税水準の統一を進める中で、市町独自の施策についても協議を進めていく。こど

もの均等割の減免については、市町間の不公平が生じる項目なので、統一の対象としな

い。（改革後の運営方針に逆行すること） 

県としては、県内の被保険者間の受益と負担の公平等を図ることとする。 

 

（４）実施にあたっての検討課題 

・財源の問題…軽減に要する財源は基金を活用するのか、国保税の中で負担するのか。 

・統一の問題…保険税率統一以降、軽減に対する補填分として基金が活用できない。 

・将来の問題…国における均等割軽減の拡充が成されない場合、いつまで続けるのか。 

・県との乖離…統一後、県内被保険者間の受益と負担の公平性が保てない。 

・軽減の範囲…未就学児、中学生以下、１８歳未満、半額 or 全額 

・その他…条例等の例規改正、システム改修に係る費用負担をどうするか。 

   

（５）本市の取り組み（考え方） 

国民健康保険税のこどもの均等割額軽減については、令和４年４月から医療保険制

度間の公平性の確保と子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国において未就学児

に係る均等割保険税の５割を公費により軽減する措置が取られております。 

本市においては、国民健康保険制度として更なる対象年齢及び軽減割合の拡大につ

いて国の責任において行うよう、直接国及び県へ要望したうえで、市長会を通して更に

国へ要望しております。 

本市独自のこどもの均等割軽減につきましては、子育て世代の負担軽減につながる

ものと考えますが、国保財政への負担や、国保納税者間の負担の公平性等の課題、さら

には、国保財政運営の責任主体である県が進めている保険税水準の統一も見据えなが

ら、慎重に検討する必要があると考えております。 
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